
新たな挑戦へ！

ファーストステップの為の支援

お問合せ先： 大分市商工労働観光部 創業経営支援課 経営支援担当班

E-mail: hanro@city.oita.oita.jp Tel:097-537-5875

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所本庁舎9階

申 請 期 間
令和7年4月1日（火）～令和8年3月17日(火）
※ 事業開始予定日の14日前までに申請してください。
※ 予算なくなり次第終了となります

補 助 対 象 者
大分市内に事業所を有する中小企業 （個人事業主を含む）
※ 産業競争力強化法第2条第３項に規定する中小企業者（みなし大企業を除く）

対

象

と

な

る

取

組

① 商談会・展示会等への出展

② 商品・サービスの開発又は改良

③ 企業・商品・サービスの認知拡大又はブランディング

④ ECサービスの活用

詳 細

▶▶主な内容

※ 注 意 事 項
① 対象外となる取組及び経費については、上記二次元コードよりご確認ください。
② 本補助金の活用は、初めて交付決定を受けた年度を含む３年間に限り可能です。
③ 交付決定前の事業実施（支払い等）はできません。
③ 同一年度内の複数回申請が可能です。ただし、１事業者による補助金合計額の上限は５０万円です。
④ 詳細については、必ず「大分市販路拡大チャレンジ補助金募集要領」等をご覧ください。

⑤ 海外販路拡大に向けた環境整備
（規格/認証取得、権利侵害防止、海外事業者との取引）

海 外 限 定

国内・海外
共通

令和７年度
【大分市販路拡大チャレンジ補助金 】

申請募集中！

大分市内に事業所を有する中小企業者（個人事業主を含む）が、商品やサービスの販路を県外または海外へ

拡大しようとする際の商談会・展示会等への参加、商品やサービスの開発・改良、ブランディング、ECサービス

の活用等に要する経費の一部を補助します。

補 助 率 2分の1 補助上限 額 ５０万円

詳しくは裏面ご覧ください



▶▶補助対象経費

▶▶補助金申請の流れ

まずは、
ヒアリングフォーム

への入力

▶

相談支援機関への
相談

▶

申請書の提出

▶

書類の審査

▼
取組の実施

◀

取組結果の報告

◀

補助金の支払

◀

成果状況報告書の
提出（３年間）

交付決定を受けた翌年度
から３年間、成果状況等
報告書を提出していただ
きます。

請求後に補助金を指定の
口座に振込みます。

取組実施後、６０日以内
（２月以降に実施したも
のは３月３１日まで）に
「実績報告書」を提出し
てください。

※期限までに書類の提出
がない場合、補助金の取
消しを行うこととなりま
すのでご注意ください。

審査後、結果を書面にて通知
します。
取組の実施は交付決定後とな
ります。

創業経営支援課に申請
書を提出してください。
メール・郵送・持参の
いずれでも構いません。

※事業を開始する日の１４
日前までに申請する必要が
あります。

取組内容が本補助金の対
象となるかどうか確認を
行います。

※ヒアリングフォームへの入
力・回答送信後、３日（土日
祝日を除く）を目途に創業経
営支援課より電話にて内容確
認を行います。

本補助金HPに記載の相談
支援機関から１か所を選
び、作成した事業計画書
のブラッシュアップに関
する指導を受けてくださ
い。

「事業計画書」に沿い、取組を実
施してください。

対象となる取組 補 助 対 象 経 費

【

国

内

・

海

外

共

通

】

① 商談会・展示会等
への出展

【販路拡大イベント等】

参加費（公的機関が主催・共催・後援する商談会や展示会等への参加費）

【商談会・展示会への出展】

相談費、出展料（小間料）、小間装飾費、運搬費、

外部から委託する販売促進員の人件費、

備品借上料、通訳・翻訳費及びこれらに関する委託費

② 商品・サービスの
開発又は改良

相談費、成分分析・材料試験費、

マーケット・モニター調査費、翻訳費及びこれらに関する委託費

③ 企業・商品・サービス
の認知拡大
又はブランディング

相談費、HP等の作成費、画像・動画作成費、デザイン料、

翻訳費、マーケット・モニター調査費及びこれらに関する委託費

④ ECサービスの活用

【ECモールへの出店・出品又はECサービスの活用】

相談費、初期登録料、サービス使用料（最大６か月分）、

カスタマイズ費及びこれらに関する委託費

【自社ECサイトの構築】

相談費、構築費及びこれらに関する委託費

【
海
外
限
定
】

⑤ 海外販路拡大に
向けた環境整備

【 規 格 ・ 認 証 取 得 】 相談費、規格・認証取得費及びこれらに関する委託費

【 権 利 侵 害 防 止 】 相談費、知的財産権出願料及びこれらに関する委託費

【海外事業者との取引】 相談費、通訳/翻訳費及びこれらに関する委託費

【 令 和 ７ 年 度 大 分 市 販 路 拡 大 チ ャ レ ン ジ 補 助 金 】

ヒアリングフォーム⇒

取組の内容や予算に変更が生じる
場合は、あらかじめ（発注・契約
前）「変更申請書」の提出が必要
となる場合がありますので、担当
者までご相談ください。

変更が発生した際

▼

◀


